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福生市公共施設自動販売機設置事業者募集要項 

 

 

福生市（以下「市」という。）では、市有財産に自動販売機を設置する事業者（以下「設置

事業者」という。）を公募します。 

応募のあたっては、本募集要項の内容を確認の上、お申込みください。 

 

１ 趣旨 

 福生市では、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づき、

市有財産の有効活用を推進しています。市の施設に自動販売機等の設置を許可するに当たり、

あらかじめ複数の事業者から自動販売機の付加使用料率を提案していただき、最高の料率をも

って提案のあった事業者に決定します。当該事業者に市有財産の使用許可をすることにより、

施設の効用を高め、来場者の利便性の向上を図り、福生市の財源確保に資することを目的とす

るものです。 

 

２ 公募物件 

公募物件は、別表「公募物件一覧」のとおりとします。 

 

３ 応募資格要件 

次の要件を全て満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２） 法人にあっては東京都内に本店、支店又は営業所を有する者、個人にあっては市内に居

住し、市内で事業を営んでいる者であること。 

（３） 法令等の規定により販売について許可又は認可を要する場合は、当該許可又は認可を受

けていること。 

（４） 国税、都税及び市税の滞納がないこと。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

から第６号までに該当する団体又は団体に属している者でないこと。 

（６） 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条又は民事再生法（平成11年法律第225号）第

21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の

認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

（７） 自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、３年以上の実

績を有していること。 

    

４ 自動販売機の設置条件等 

（１）設置事業者の施設使用 

自動販売機は、福生市公有財産管理規則（平成18年規則第17号）第22条の規定により行

政財産の使用許可を受けた上で設置するものとする。 

（２）使用料 

  ア 使用料は、福生市行政財産使用料条例（昭和48年条例第35号）第２条第１項に規定する
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額（以下「基本使用料」という。）に同条第３項に規定する付加使用料を加えた額とす

る。 

  イ 基本使用料は、市が発行する納入通知書により一括して納付するものとする。 

  ウ 付加使用料は、自動販売機ごとの売上高（消費税及び地方消費税相当額を差し引いたも

の）に決定した付加使用料率を乗じた額（小数点以下切り捨て）の計に消費税及び地方消

費税10％を足し合わせたものとし、年２回、市が発行する納入通知書により納付するもの

とする。なお、自動販売機の販売価格に軽減税率を適用している場合は売上高計算時にそ

の税率を考慮し売上高を算出すること。 

  エ 設置事業者は、自動販売機に係る毎月の売上高を、翌月10日までに契約管財課に電子デ

ータ又は書面にて報告するものとする。 

  オ 既納の使用料は、還付しない。ただし、「８ 設置事業者の決定の取消し」の規定によ

り使用許可を取り消す場合は、残存期間に係る基本使用料（100円未満の端数があるとき

は、その端数の金額を切り捨てるものとする。）を還付するものとする。   

カ 光熱水費及びその他必要経費 

自動販売機の設置に伴い管理上必要とする経費は、設置事業者の負担とし、使用料と

は別に通知するところにより納入するものとする。なお、設置事業者は、自動販売機の

設置に当たり光熱水費を算定するための子メーターを自らの負担で設置するものとす

る。また、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切

の経費についても設置事業者の負担とする。 

（３）使用許可の期間 

ア 使用許可予定期間は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までとする。ただし、

公募物件一覧の物件番号９については、令和９年６月から令和11年３月31日まで設置で

きるものとする。 

イ 自然災害等により設置継続が困難となった場合は、設置している自動販売機を設置事

業者が撤去することとし、撤去に関する一切の費用は、設置事業者の負担とする。 

ウ 市の事業によって、その場所に設置継続が困難な場合は、その自動販売機を設置事業

者が撤去することとし、撤去に関する一切の費用は、設置事業者の負担とする。 

（４）管理運営上の遵守事項 

ア 自動販売機（電力等使用量計測用子メーターを含む。）は、許可面積内に収まるよう

に設置すること。 

イ 自動販売機は、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種とするこ

と。 

ウ 自動販売機の外観、形状、塗装等は、周辺環境に配慮したものとすること。 

エ 別表「公募物件一覧」の電源欄に、市施設の電源を使用とあるものは、施設が用意し

た電源を使用することとし、屋外電源配線を使用とあるものは、設置事業者の費用で設

置することとし、電力会社への電気新設の申込手続き、電気使用契約は設置事業者が行

うこととする。また、自動販売機に係る電気料金は設置事業者が直接電力会社に支払う

こと。なお、既設の電源設備を使用する場合は、既設の設置事業者と調整を行なうこ

と。 

オ 屋外に設置する自動販売機は、盗難防止装置等の防犯器具を備えた機種とすること。 

カ 自動販売機は、低い位置にあるボタンやかがまずに商品が取れる取出し口など、すべ
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ての人に使いやすく開発されたユニバーサルデザイン機の導入に努めること。 

キ  安全対策として、ＪＩＳ規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止措置を講じるこ

と。その際は、できる限り施設の躯体に負担のかからない方法で設置すること。 

ク  食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界

自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。 

ケ  商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品

の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。また、施設管理者からの回収

依頼については、可能な限り迅速な対応を行なうこと。 

コ  使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機１台に１個以上の割合で設置

し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスは、缶、ペットボトル等を分別回収できるものとし、使用済み容器

があふれたりすることがないよう適切な維持管理を行うこと。 

サ 別表「公募物件一覧」摘要欄の「災害救援ベンダー」とは、大規模災害等の発生時に

おいて、市の要請に応じて自動販売機内の商品を無償提供することとする。 

シ 別表「公募物件一覧」摘要欄の「電子マネー対応」とは、少なくとも交通系電子マネ

ーであるSuica及びPASMOに対応した自動販売機であることとする。 

ス 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、施設管理者の指示に従

うこと。 

セ 自動販売機の故障、問い合せ、苦情等については、設置事業者の責任において対応す

るとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。 

ソ 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

タ 福生市環境マネジメントシステムに基づいた環境配慮の取組に協力すること。 

チ その他の事項については、各施設管理者（所管課）と協議すること。 

  （５）原状回復等 

設置事業者は、使用許可期間が満了した場合には、速やかに原状回復すること。また、

設置事業者は、市に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した費

用、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができない。 

（６）自動販売機の販売品等 

   ア 別表「公募物件一覧」の販売品目覧のとおりとすること。 

   イ 自動販売機の販売品の価格は、標準小売価格を参考とすること。 

 

５ 応募申込手続 

 ※申込みに当たっては、この募集要項の内容及び現地をよく確認の上お申込みください。 

（１）受付期間 

令和８年１月８日（木）から１月30日（金）まで（土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時30分から午後５時15分まで（正午から午後１時までを除く。） 

（２）受付場所 

  東京都福生市本町５番地 

  福生市総務部契約管財課管財係（福生市役所 第一棟５階） 

（３）申込方法 

  前記（２）の受付場所に直接書類を持参してください。 
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（４）申込みに必要な書類（提出部数 各１部） 

 

提出書類 

№ 提 出 書 類 法人 個人 摘   要 

1 応募申込書（別記様式第１号） ○ ○  

2 誓約書（別記様式第２号） ○ ○  

3 法人登記簿謄本（発行後３か月以内のもの） ○  履歴事項全部証明書 

4 住民票の写し（発行後３か月以内のもの）  ○  

5 身分証明書（発行後３か月以内のもの）  ○  

6 印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの） ○ ○ 法人の場合は印鑑証明書 

7 

【法人の方】（発行後３か月以内のもの） 

①国税の納税証明書（その３） 

「法人税」、「消費税及び地方消費税」について未納

税額のない証明 

②法人事業税（都税のみ） 

【個人の方】（発行後３か月以内のもの） 

①国税の納税証明書（その３の２） 

「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証

明 

②市税の納税証明書（市民税、固定資産税及び都市計

画税） 

○ ○  

8 

事業概要 

（法人）会社概要、直近の財務諸表の写し 

（個人）創業日、事業内容、実績等が分かるもの（直

近２年分の確定申告書の写し） 

○ ○ 

 

9 ３－（３）に係る許可又は許可の免許証の写し ○ ○  

※ 市が必要と認める場合は、上記以外にも追加資料の提出を求めることがあります。 

（５）募集要項に対する質問 

  申込みに当たり、募集内容等について質問がある場合には、次の提出期限までに質疑書

（別記様式第３号）により契約管財課宛てに提出すること。 

ア 提出方法 

質疑書は持参又は電子メールにて提出すること。ただし、電子メールの場合は、必ず着

信を確認すること｡ 

メールアドレス：f-kykz@city.fussa.lg.jp 

イ 提出期限 

令和８年１月８日（木）から１月30日（金）まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

ウ 回答方法 

質問の提出の有無にかかわらず、全事業者に対し、質問項目全てを令和８年２月５日

（木）までに電子メールにて回答する。 
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６ 付加使用料率提案書の提出（入札）及び審査 

（１）日時 

  令和８年２月13日（金）午後１時30分 （受付は午後１時10分から開始） 

  午後１時30分から提案書の提出を受け、引き続き立会い審査を行います。 

（２）付加使用料率提案書の提出及び審査場所 

  東京都福生市本町18番地 福生市もくせい会館２階201・202会議室 午後１時10分開場 

（３）提出書類（当日持参する物） 

 ア 付加使用料率提案書（別記様式第４号） 

 イ 委任状（別記様式第５号）（代理人により提出する場合） 

 ウ 本人確認のできる物（自動車運転免許証、社員証等） 

（４）付加使用料率提案書の提出方法 

  応募資格者は、付加使用料率提案書に必要事項を記入し、記名押印の上、封筒に入れて提

出すること。 

（５）付加使用料率の表示 

提案する付加使用料率は、募集する自動販売機の総売上高（消費税及び地方消費税抜き）

に対して市に納付できる使用料の料率を整数で表示すること。なお、提案する付加使用料

率内には消費税及び地方消費税を付加しないものとする。 

（６）書換え等の禁止 

提出した付加使用料率提案書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

（７）審査 

  ア 審査は付加使用料率提案書の提出締切り後、応募者立会いの下で、提出された提案書

を開封し、審査する。 

  イ  応募資格者が審査に立ち会わないとき又は遅刻した場合は棄権とする。 

（８）付加使用料率提案書の無効 

   次のアからコまでのいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

ア 最低使用料率（５％）を下回るもの 

イ 委任状のない代理人が提出したもの 

ウ 応募資格者の記名押印のないもの 

エ 市の所定書式による付加使用料率提案書を用いていないもの 

オ 代表者が同一の者またはグループ会社と判断される応募資格者が、１物件について、

２者以上付加使用料率提案書を提出した場合、その物件の付加使用料率提案書 

カ 応募資格者又は、その代理人が１物件について１人で２通以上付加使用料率提案書を

提出した場合、その全部の付加使用料率提案書 

キ 使用料率又は応募資格者の氏名の記載が識別し難いもの  

ク 付加使用料率提案書の料率の数字を訂正したもの 

ケ 使用料の料率を整数で表示していないもの 

コ その他この募集要項に規定する条件に違反したもの 

（９）設置事業者の決定 

   ア 設置事業者は、市が設定する最低使用料率（５％）以上で最高の料率をもって有効な

付加使用料率提案書を提出した者に決定する。 

   イ 設置事業者には、引き続き行政財産使用許可申請の手続について説明する。 



6 
 

   ウ 正当な理由なく辞退し、又は行政財産使用許可申請を行わなかった場合は、この当該

物件に係る提案書を無効とし、当該物件について付加使用料率提案の次点の業者に決定

する。 

（10）くじによる設置事業者の決定 

   ア 同率の付加使用料率を提案した者が２者以上あるときは、くじにより設置事業者を決

定する。 

   イ 当該応募資格者のうち、くじを引かない者がある場合は、市が指定した者（当該審査

に関係のない職員）が応募資格者に代わってくじを引き、設置事業者を決定する。 

（11）審査結果の公表 

    設置事業者を決定したときはその者の名及び提案使用料率を、決定しないときはその旨

を公表する。 

（12）付加使用料率審査の中止 

    不正な提案が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない事

由があるときは、付加使用料率提案審査を中止又は延期することがある。 

 

７ 使用許可の手続 

  使用許可の手続は、行政財産使用許可申請書受理後、適切に行う。 

 

８  設置事業者の決定の取消し 

  次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消す。 

 ア 正当な理由なく、指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場合 

 イ 設置事業者が応募者の資格を失った場合 

 ウ その他使用許可の相手方として不適当と認められる場合 

 

９ その他 

（１）応募申込み及び使用許可の手続に関する一切の費用は、設置事業者の負担とする。 

（２）事情により予告なく公募を変更し、又は取り止める場合がある。この場合、応募者及び

公募に参加しようとする者が損失を受けても、市は補償の責めを負わない。 

 

10 問合せ先 

  東京都福生市本町５番地 

  福生市総務部契約管財課管財係（福生市役所 第一棟５階） 

  電話番号 042-551-1535（直通） 
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別記様式第１号 

受付番号 
 

                             令和  年   月   日 

応 募 申 込 書 

福生市長  宛て 

 

 福生市公共施設自動販売機設置事業者募集要項の規定に基づき、添付書類を添えて応募申込

みをします。 

 なお、同要項第３項の応募資格要件を満たしていることを誓約します。 

 

１ 申込者 

（１） 住所又は所在地 

（２） 氏名又は名称    

（３） 代表者氏名                         ○印  

（印鑑証明印） 

（４） 電話番号 

（５） 担当者名 

（６） 担当者連絡先 

電話番号 

       電子メールアドレス 

 

２ 応募物件    応募する物件番号に○を付けてください。 

 

 １・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・12・13 

 

14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募申込書受付書 
 

住所                                                      
 

氏名                                              様                
 福生市公共施設自動販売機設置事業者募集要項に基づく応募申込みを受け付けました。 
 
              令和  年  月  日  福生市総務部契約管財課管財係 
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別記様式第２号 

受付番号 
 

                             令和  年   月   日 

 

誓  約  書 

 

福生市長  宛て 

 

                  住所又は所在地 

             氏名又は名称    

             代表者氏名                ○印  

（印鑑証明印） 

 

 福生市の実施する自動販売機設置事業者の応募申込みに当たり、次に掲げる事項に相違ない

ことを誓約します。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

２ 法人にあっては東京都内に本店、支店又は営業所を有する者、個人にあっては市内に居住

し、市内で事業を営んでいる者であること。 

３ 法令等の規定により販売について許可又は認可を要する場合は、当該許可又は認可を受け

ていること。 

４ 国税、都税及び市税の滞納がないこと。 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号か

ら第６号までに該当する団体又は団体に属している者でないこと。 

６ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21

条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決

定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

７ 自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、３年以上の実績

を有していること。 

  

現在事業展開している施設等について記載してください。 

 

設置施設名 所在地 設置期間 

（例）○○商店 福生市福生○○番地 令和５年４月から 
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別記様式第３号 

                             令和  年   月   日 

 

質  疑  書 

福生市長 宛て 

 

住   所 

商号・名称 

代表者氏名                    

担 当 者 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

福生市公共施設自動販売機設置事業者募集要項について、次のとおり質疑があるので提出しま

す。 

質疑（事業者記入） 回答（市記入） 

  

 

※質問に関しては、電子メールでも受付します。ただし、その場合は、送信後、契約管財課管財係

まで電話にて御連絡ください。 

 電 話 番 号 042-551-1535（直通） 

メールアドレス f-kykz@city.fussa.lg.jp 
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別記様式第４号 

 令和  年   月   日 

 

付 加 使 用 料 率 提 案 書 

 

福生市長 宛て 

 

住   所 

商号・名称 

代表者氏名                 ㊞ 

（印鑑証明印） 

 

１ 付加使用料は、５パーセント以上とし、整数で記入すること。 

２ この付加使用料率提案書のみを無地封筒（長形３号）に入れること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【付加使用料率の説明】 

 付加使用料率は、総売上高（消費税及び地方消費税を差し引いたもの）のうち何パーセントを

使用料としてお支払いただけるかという割合であり、この数字が最も大きな事業者が設置事業者と

して選定されます。 

 なお、付加使用料率が同率の見積りをした者が２者以上あるときは、くじにより設置事業者を決

定します。 

【納付額の計算例】総売上高 13,000 円（税込み）、販売価格に軽減税率適用、付加使用料率 15％の場合 

 13,000÷1.08×0.15＝1,805.55≒1,805 

1,805×1.10＝1,985.50≒1,985 円  1,985 円を納付額とする。 

物件番号 付加使用料率（％） 

※整数で記入のこと。 

物件番号 付加使用料率（％） 

※整数で記入のこと。 

１  １４  

２  １５  

３  １６  

４  １７  

５  １８  

６  １９  

７  ２０  

８  ２１  

９  ２２  

１０  ２３  

１１  ２４  

１２  ２５  

１３    
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別記様式第５号 

                                 年   月   日 

 

 

委  任  状 

 

 福生市長 宛て 

 

                  （委任者） 

                   住所又は所在地 

                   氏名又は名称 

                   代表者氏名                 ○印   

                                     （印鑑証明印）     

                   電話番号 

 

 

 私は、次の者を代理人と定め、貴市における福生市公共施設自動販売機設置事業者募集事業

の使用料率提案書提出に関する一切の権限を委任します。 

 

 

  （受任者） 

    住所又は所在地 

    氏名又は名称 

    氏名                       

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 


